
 常務理事会（令和８年度第２回）議題  

 
日 時：令和８年４月２１日（火）午後１時３０分 ～ ４時３０分（予定） 

場 所：日薬第二会議室 

議 題 

Ⅰ．協 議 

 １．確認事項                                                   

２．協議事項 

（１）令和７年度事業報告取りまとめの件                 

（２）今期の各委員会・職域部会の取りまとめと次期への申し送り 

事項に関する件                      

（３）令和９年度予算・税制改正等要望事項の件           

（４）令和８年度第２回理事会に関する件              

（５）令和８年度第１回都道府県会長協議会に関する件        

（６）薬機法改正（２年内施行関係）に関する件    

（７）その他 

 

Ⅱ．報 告 

 １．議事録 

（１）令和８年度第１回常務理事会（R8.4.7） 

（２）令和８年度第１回理事会（R8.4.14） 

２．諸通知 

（１）令和 8年度診療報酬改定に関する通知の発出について（その 2）（R8.04.07） 

（２）中東情勢を踏まえた医療機器等の安定供給に関する協力依頼（周知）（R8.04.07） 

（３）「令和 7年度厚生労働省委託事業における作成物及び調査結果等の公開について」の発出につ 

いて（周知依頼）（R8.04.07） 

（４）令和 8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について（R8.04.07） 

（５）処方箋情報送信端末「NB-Station」の導入に係る連携について（R8.04.07） 

（６）総会議事運営委員会委員の推薦について（依頼）（R8.04.08） 

（７）令和 8年度日本薬剤師会学校薬剤師賞、学校薬剤師活動協力者への感謝状授賞候補者の推薦 

方依頼について（R8.04.09） 

（８）一般の方向け啓発資材 医療・健康情報の「鵜呑み禁止！」について（R8.04.09） 

（９）現下の中東情勢を踏まえた「医療機関等における医療機器及び医療物資等の供給に関する情 

報提供窓口」の周知依頼.（R8.04.09） 

（10）一般名処方加算対象外となった品目の一般名処方について（R8.04.09） 

（11）第十九改正日本薬局方の制定等について（R8.04.10） 

（12）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法 

律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令の公布について（R8.04.13） 

（13）「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行等に 

伴う再生医療等の各種申請等のオンライン手続サイト及び臨床研究等提出・公開システムにお 

ける取扱いについて」の廃止について（R8.04.13） 

（14）「被保護者健康管理支援事業の手引き（第 2版）」について（R8.04.14） 

（15）「令和 8年度学校薬剤師ブロック連絡会議」の開催について（R8.04.14） 

（16）令和 7年度高度管理医療機器等の販売業等に係る継続研修の概要について（報告）（R8.04.14） 
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（17）デペモキマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドライン（気管支喘息、鼻茸を伴う 

慢性副鼻腔炎）について（R8.04.14） 

（18）「テゼペルマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドライン（鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎） 

の作成及び最適使用推進ガイドライン（気管支喘息）一部改正について」の一部訂正について 

（R8.04.14） 

（19）ゴールデンウィーク（5／2～5／6）における副作用等報告、不具合等報告及び予防接種後副 

反応疑い報告に係る受付並びに取扱い等について（R8.04.14） 

（20）令和 8年度病院診療所薬剤師研修会の開催について（R8.04.15） 

（21）医療事故情報収集等事業「医療安全情報 No.233」の提供について（R8.04.15） 

（22）令和 7年度未収会費のご確認について(お願い)（R8.04.16） 

（23）第 31 回アジア薬剤師会連合学術大会 （FAPA2026）開催のご案内および参加意向アンケート 

へのご協力のお願い（R8.04.16） 

（24）使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（R8.04.16） 

（25）デペモキマブ（遺伝子組換え）製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項 

について（R8.04.16） 

３．委員会等議事要旨 

 （１）薬局ビジョン委員会（R8.3.26） 

４．報告事項 

（１）薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会について       

（２）要指導・一般用医薬品等販売の総合手引きについて           

（３）その他 

Ａ 社会保険診療報酬支払基金理事会について         

Ｂ 日本医師会 健康食品安全対策委員会について       

〇  日薬記者会見（R7.4.8） 
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第 19回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会（Ｒ08.04.15） 

 

厚生労働省は令和８年４月 15日（水）午後、厚生労働省専用第 21会議室（東京都

千代田区）において、薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会（座長：太田茂和歌

山県立医科大学薬学部教授）の第 19回会合を開催した。 

１．調剤業務の一部外部委託について 

事務局案が示され、これまで議論のあった四点について意見交換が行われた。 

１．いわゆる直送の扱い 

橋場構成員（日薬常務理事）は「薬剤及び資材、その情報・内容について個別最適

化され間違いのない状態であることを、処方箋を受け付けた薬剤師が責任をもって確

認し患者に提供されることが重要であること、また、地域の医薬品提供体制への負の

影響につながらないという原則が反映された内容になっており賛同する」と述べた。 

落合構成員（渥美坂井法律事務所）は「事務局案はバランスが取れているが、今後

特区で適切に検証し、見直しの必要や遠隔販売事業等での好事例があれば参考として

ほしい」「対面での説明が重要であるとの話があったが、プロセス管理が適切に行わ

れていれば合理的な安全管理として成立する。検証の際に評価いただきたい」と述べ

た。 

磯崎構成員（神奈川県医師会理事）は「今後は特区だけでなく医療リソースの少な

い地域でのエビデンスも重要ではないか」「医薬品の直送は対人業務の充実に逆行し

てしまうので、薬剤師による説明の機会を残すことが必要」と述べた。 

２．特定調剤業務の範囲 

橋場構成員は「対人業務の充実のための調剤業務の効率化という目的を満たすには

適切と考える」と述べた。 

川上構成員（日病薬副会長）は、事務局案に理解を示した上で「自動化や非薬剤師

等の活用が可能な『定型的な業務』という記載について、自動化等が可能な業務すべ

てが『定型的な業務』に当たるわけではない。あくまで定型的な業務の一部にこれら

が含まれているのであり、解釈の誤りが生じないようにされたい」と述べ、事務局よ

り「文言については検討したい」と回答があった。 

関口構成員（JACDS 副会長）は「受託側目線では、同一処方箋で一包化されないそ

の他の薬剤をテープ等でとめる行為は煩雑であり、委託元からの手順書が複数存在す

ることで間違いの懸念がある。ガイドライン上で対応策を明記していただきたい」と

述べた。 

山口構成員（COML理事長）は「他の薬剤を組み合わせる作業が発生することで扱う

範囲が一包化のみであった特区よりも広がり、薬の受渡しに時間を要するといったマ

イナスの側面が生じる可能性がある。今後見直しをする際には考慮する必要がある」

と述べた。 

落合構成員は「一定のまとまった時間を生み出すために安全性を確保したうえで他

の取り揃えを加えていけるかを今後も議論していくことは重要。一部の業務を機械化

することで『定型的な業務』として設計できる場合もあるのでは。エビデンスを集め

て検討してほしい」と述べた。 

磯崎構成員は「再一包化等の必要がある場合、医師への疑義照会などは委託元が行

うのか」と質問し、事務局より「一包化の作業以外に関してはもちろん委託元が行う。
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責任の所在は委託元である」と回答があった。 

３．説明と理解 

橋場構成員は「患者への丁寧な説明と理解が形骸化することなく実効性のあるもの

にするための基準等の作成をお願いしたい」と述べた。 

山口構成員は「一部外部委託の拒否や撤回はできるのか。できるのであればその旨

がわかる案内をお願いしたい」と質問し、事務局は「拒否や撤回は可能。対応したい」

と回答した。 

樋口構成員（恵み野訪問看護ステーション はあと 所長）は「同意を得たという記

録を適切に残せるよう、誰が説明してもわかるような説明文書の作成をお願いしたい」

と述べ、事務局より「記録を適切に残すことについてはガイドラインの改訂で対応し

たい。また、説明文書の作成は関係各所と検討していきたい」と回答があった。 

４．委託先の地理的範囲 

橋場構成員は事務局案に賛同のうえ「規制当局を含む関係各所への業務負担への配

慮がなされることは、この特定調剤業務が適切に実施されることに繋がる」と述べた。 

川上構成員は「将来的に都道府県をまたぐ例外規定について検討する際は受託セン

ターのように一か所に集中しないよう検討されたい」と述べた。 

落合構成員は「都道府県をまたぐことは合理的な場合もあると思う。整備するのに

時間を要するため、早いうちから準備を進めてほしい」と述べたほか、磯崎構成員は

「全国一律ではなく、医療リソースが少ない地区に配慮し、制限をかけて検討すべき」

と述べた。 

事務局案については座長一任とされた。今後、改正省令のパブリックコメント等が

実施される。 

２．地域医薬品提供体制構築推進事業について（報告） 

厚労省事務局並びに PwCコンサルティング合同会社（事業受託企業）より、令和７

年度地域医薬品提供体制構築推進事業の実施状況及び取組事例が報告された（資料２）。 

橋場構成員は、「現在、全国 47都道府県薬と日薬が協働して『地域医薬品提供体制

強化のためのアクションリスト』の取組を進めているところ。それを進めるにあたっ

ては、本予算事業の枠組みも活用させていただいた。昨年の秋以降、順次各地でスタ

ートしてきたうちの一部を今回、ご発表いただいたと思っているが、本事業に関わら

ず、アクションリストの進み方は各地それぞれ、濃淡ある。まずは各地域での状況と

課題の見える化が 47 都道府県全てにおいて進んだことが極めて重要な点と感じてい

る。そして、我々薬局だけではなく、行政を含む関係者が、地域の実情に応じた形で

医薬品提供体制の構築に向けた対応ができる素地が出来上がったと思っている」等と

事業全体についての認識を示した上で、「アクションリストの取組には１～６がある。

今後も継続的に、地域の実情に合った形で着実に進めていくとことが最も重要と考え

ている。今回得られた結果も踏まえ、当会も都道府県薬と協力しながら、各地域に医

薬品提供体制が構築・維持されていくことに対してサポート・リードしていきたいと

考えているので、今年度以降も関係者の皆様のご理解とご支援をいただきたい」等と

述べた。 

藤井構成員（NPhA副会長）は、各地域により様々な異なる課題があることに理解を

示しつつ、行った取組に係る結果を追っていきながら課題の解決を図っていく必要性

を述べた。また、医薬品在庫情報の共有に関し、「在庫管理、情報共有、それぞれの

2



 

―3― 

地区で本当に色々なシステムが入っている。最後の課題でもあったように、本来、災

害時ということを考えれば、共通のシステムで運用されるのが望ましいという提案は

させていただきたい」等と述べた上で、「共通システムを誰が主導で行うのか難しい

というのも十分理解している。各ベンダーに対し、セキュリティ面もそうだが、少な

くともこの情報、このセキュリティ、ここに関してはある程度寄せていく。特にデー

タの吐き出しというあたりは、少なくともこの形態で吐き出してくれれば、万が一の

時にそれを吸い上げて活用することができる。そういったことは少なくともベンダー

に対してお願いすることはできるのかと思う。共通である部分は確実に共通化してい

くような働きかけをするということも、ぜひ取り組んでいただきたい」等と意見し、

落合構成員・三澤構成員（慶應薬教授）も同調した。 

これに関しては厚労省事務局より、「各団体同士課題を議論いただきつつ、良い方

策があれば我々にも提案いただきたいという部分はある」とコメントがあり、また、

橋場構成員より「既に何十年にもわたってシステムを率先してやっている地域もある

し、今回初めて実施した地域もあるなど、地域事情が全然違うので、全国統一を急に

進めるというのは難しい。フォーマット等、必要なものは合わせていく必要あるのだ

ろうと思うが、そういった地域事情というところは丁寧に議論をしていく必要がある」

等と述べた。 

宮川構成員（日医常任理事）は、地域医薬品提供体制の構築に係る日本チェーンド

ラッグストア協会の考えについて質問し、関口構成員は、「基本的なスタンスとして、

JACDS としては公式に発表しているが、日薬のアクションリストに関しては協力体制

をとっていくということを決めている。その中で、地域での協力体制というものは、

個々の薬局の中では出来上がっていると思う。それを個社・チェーンとして、またそ

の地域の薬局としてどのように組み込んでいくかの問題かと思う。どこまでできて何

ができないのか、また問題点もそれぞれあるかと思うが、しっかりと協会としても対

応していきたいと考えている」等と述べた。 

磯崎構成員は、令和８年度から策定が始まる新たな地域医療構想に関連し、薬剤師

側からも二次医療圏ごとの課題について積極的に提示し、解決方法を検討・地域医療

構想に反映していくことの必要性を述べた。 

以上 
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調剤業務の一部外部委託について

令和８年４月15日 第19回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 資料１

調剤業務の一部外部委託（１．いわゆる直送の扱い）

3

〇 以下の理由から、現時点では、いわゆる直送を実施可能とすることは適切ではない。

・特区において、一包化された薬剤のいわゆる直送の実施に向けて、様々な技術的な課題
（注）

を今後検証予定で
あること
（注）①データ送信のためのフォーマット・連携インフラ整備、②薬袋作成のルール整備、③画像確認だけでない確認方法の必要性等

・最終鑑査は、取揃えの正確性のみではなく、処方内容の妥当性や薬歴との整合性の確認などの確認も必要であ
り、薬剤師の手元に薬剤がない状態で鑑査の一部を分離して実施することは、これまでに十分な技術的な蓄積が
なく、調剤過誤を誘発するリスクが払拭できていないとの意見があったこと

○ いわゆる直送が実施可能かは医薬品の安全使用に関連する内容であることから、今後、特区での実証やその他
エビデンスの取得が行われた場合には、その結果を踏まえてその取扱いを検討する。

〇 また、いわゆる直送を可能とする場合は、委託薬局及び受託薬局に必要な技術的基準をガイドライン等で適切に
規定することが必要。

事務局案

5



調剤業務の一部外部委託（２．特定調剤業務の範囲）

【総論】
〇 薬機法の条文及び制度部会取りまとめ等を踏まえれば、調剤の一部外部委託の範囲の要件は次のようなものが考えられる。
（１）医薬品の安全使用を前提とした、医薬品アクセスが確保される必要がある。医薬品アクセスには、患者個人のアクセスに加え、

地域における供給体制が含まれる。
（２）医薬品等の適正使用（情報提供及び指導の質の向上）に資するような調剤の業務の効率化により対人業務のための一定の
まとまった時間が生み出される。まとまった時間を生み出すためには、自動化や非薬剤師等の活用が可能な「定型的な業務」である必
要がある。

（参考条文）薬機法第９条の５ 薬局開設者は、薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の質の向上を図るために調剤の業務の効率
化を行う必要がある場合は、特定調剤業務（調剤の業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務として政令で定める業務をい
う。）について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備えている薬局の薬局開設者に委託することができる。

【各論】
①一包化（計量による調製を含むものを除く）
○ 一包化は作業に非常に手間がかかり、外部委託によって高度な自動機器を活用することにより負担軽減とミスの低減の両立が図ら

れるという理由等から、令和４年のワーキンググループのとりまとめでは一部外部委託の対象とされている。
〇 これまでの議論及び特区での実証事業の検証等を踏まえ、一包化は特定調剤業務の範囲に含める。

②同一処方箋で一包化されないその他の薬剤（一包化指示のある処方箋と同一の処方箋で一包化されない薬剤）のうち、一包化し
た薬剤と同一時点での服薬を前提とした他の薬剤を組み合わせる作業（※）
※一包化した被包に散剤・顆粒剤の分包された製品や吸湿性等の問題で一包化できない錠剤・カプセル剤をテープ等でとめる作業

〇 以下の理由から、特定調剤業務の範囲に含める。
①一包化した被包にテープ等でとめる作業は機械化が前提ではないものの、服用時点が一定間隔であるなど定型的な作業であり、外
部委託した場合に委託薬局の負担軽減が見込まれること

②薬剤の性質上一包化はされないが同一服用時点での服用が想定されており一包化された薬剤の別包であること、さらに、これらを
一包化された薬剤ととりまめることは、患者の飲み忘れや飲み誤りを防止し、患者自身による服用や服薬管理の向上の観点で医療
上の有用性が認められること

〇 なお、現在のガイドラインは機械を用いない取揃えを念頭にしたものではないことから、同ガイドラインを改訂する。

③その他の薬剤の取りそろえ作業
〇 ①、②以外の取り揃えの業務については、様々な薬剤があり定型化し得るかどうか実証されておらず、対物業務の効率化に繋がるか

現時点では不明であるため、特定調剤業務の範囲に含めない。
〇 特区での実証やその他エビデンスの取得が行われた場合には、その結果を踏まえて外部委託の是非を検討する。 6

事務局案

作業の種類 代表的な薬剤の種類

①一包化
（計量による調製を含むものを除く）

②一包化した薬剤と同一時点での服薬を
前提とした他の薬剤との組み合わせ

③その他（②以外の薬剤の取揃え）

③その他（例：在宅患者向け一包化以外の様々な
薬剤の取揃え）

薬剤の一包化、取揃えの代表的な薬剤の種類等

散剤 湿布 軟膏

湿布 軟膏

7画像はAIにより作成

錠剤、カプセル剤
（PTP製剤）

一包化した薬剤と同一時点での服薬を前提とした薬剤
（散剤・顆粒剤の分包された製品や吸湿性等から一包化できない錠剤・カプセル剤）

例：一包化した被包に
散剤をテープ等でとめる
作業

b:錠剤、カプセル剤で②以外のもの
（例：頓服剤、同一時点での服用だが
一包化の被包と組み合わせないもの）

a:経口投与以外のもの（例：湿布、軟膏、
点眼剤、注射剤等）

錠剤、カプセル剤
（PTP製剤）

6



調剤業務の一部外部委託（３．説明と理解）

第１７回検討会
○ 文書を用いて外部委託フローをわかりやすく説明すべき、委託する理由や責任所在等を明確化すべき。署名よりも患者等の理解
の確保を重視した仕組みにすべき。

○ 事前説明は大事だが、時間がかかりすぎてむしろ手間が増えてしまえば、外部委託の利用が広がらない。例えば、電磁的記録保
存を含む電子的同意の導入等により負担を軽減できるのではないか。

○ 説明・同意の煩雑化で本来の説明時間が圧迫されないようにしてほしい。
○ 患者からの同意取得は効率的に簡素化すべき。署名までは必要ないのでは。
○ 初回時は署名まで求めるべきではないか。
○ 外部委託は薬局の都合であり、きちんとした説明と理解が必須である。

第１８回検討会
○ 署名までは不要。何も理由が分からずにサインをしてしまう方が多い。それよりも外部委託とはどういうことなのか、なぜそういうことを
するのか、どこが責任を持つのかということを明らかにするような文書などを渡してもらった方がよい。

○ 患者への事前説明は重要であり、オプトアウトのような形は認めるべきではない。文書の同意は必ずしも必要ではないが、処方箋
や調剤録に記録しておくことが大切。

○ 必ずしも法的な意味で署名が必要という場面ではない。本人の意思確認と同意を得ることは、必ずしもこのような形式ではない。

9

４．これまでの主なご意見 ※事務局にて主な意見をピックアップし、要約したもの

○ ①これまで調剤の外部委託は行われていないこと、②患者への薬剤の交付に一定程度の時間を要することなどから、
患者又はその家族に文書又は電子ファイル等を用いて外部委託を実施することを丁寧に説明し、患者が理解した
上で実施する。この際、患者等の署名は必須とはしない。患者から理解を得た旨を調剤録等に記録する。
※ 患者がいつでも撤回が可能という前提で、２回目以降の外部委託も認める包括的な説明と理解を得ることは、引き続き可能とする。

○ ガイドライン（注）の関連項目の所要の改訂を行う。
（注）調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン

事務局案

調剤業務の一部外部委託（４．委託先の地理的範囲）

11

○ 以下のような意見等を踏まえ、委託先の範囲については同一の都道府県内とし、都道府県をまたぐ委受託の例外
規定は改正法の施行時点では設けないこととする。
・調剤業務の一部外部委託と同日に施行される予定の「遠隔管理による販売制度」でも同様の課題が挙げられてい
るが、まずは同一都道府県内で制度を導入することとされていること（参考）
・現状は、２つの制度とも、都道府県をまたいだ自治体間の情報共有・連携のための仕組みや体制がなく、法施行ま
で残り１年で自治体間の連携を図ることは困難であり、仮に実施すれば現場に強い負担を強いるとともに、適切な
監視・指導を実施できないおそれがあること。

（参考）遠隔販売による販売制度について、法施行時に都道府県をまたぐ委受託を行わないこととする理由
・自治体毎に独自のシステムで許可台帳・監視情報を管理しており、リアルタイムで他の自治体と情報共有する仕組みはなく、また、他県の自治体とつながり
がほとんどないため正確かつ迅速な情報共有が困難であり、都道府県を越えた許可・監視指導を適切に実施することが困難であること。
・許認可は自治事務であり、自治体によって許可・監視指導の運用が異なるため、許可権者が異なる場合、自治体間で齟齬が生じないよう、統一的な基
準の設定が必要であること。
・関係する自治体の数が多くなるほど情報連携、台帳管理、役割分担、違反発見時の対応方針の協議や監視指導の調整等が複雑となり、迅速で効果的
な監視指導が実施できない恐れがあること。一方、同一都道府県内であれば、平時より、保健所設置市との間で意見交換や情報共有の場を設けているた
め、実務運用上のすり合わせが整えば対応可能と考える。

〇 その上で、遠隔管理の販売制度においては、地理的制限の見直しを「法施行後２年以内に結論、結論を得次
第速やかに措置」することとされていることを踏まえ、調剤業務の一部外部委託についても一体的に対応する。

（参考）以下の理由から、同一三次医療圏を同一都道府県内に変更しても問題ない。
・北海道内には三次医療圏が６つあるが、その他の都府県内の三次医療圏は１つ。
・北海道に確認したところ、同一都道府県内とした場合でも適切に監視指導が可能との回答があった。

事務局案
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第５回 健康食品安全対策委員会（プロジェクト） 議事次第 

 

令和８年４月９日（木）  

１４：００～１６：００  

日本医師会館５０３会議室 

（オンライン併用） 

 

１．開  会 

 

２．委員長、副委員長 挨拶 

 

３．担当役員 挨拶 

 

４．資料確認 

 

５．審  議 

（１） 会長諮問に対する答申についての検討 

    ① 報告書の原案について（健食０５０３） 

    ② 啓発資料について（健食０５０４） 

    ③ その他 

 

６．閉  会 

08.04.21B
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第５回 健康食品安全対策委員会（プロジェクト委員会）出席者名簿 

 
委員会 氏   名 役    職 

web 朝比奈
あ さ ひ な

 昭彦
あきひこ

 
日本皮膚科学会理事 

／東京慈恵会医科大学附属病院皮膚科診療部長・教授 

日医 阿部
あ べ

 絹子
き ぬ こ

 日本栄養士会常務理事 

日医 梅垣
うめがき

 敬三
けいぞう

 元 昭和女子大学食健康科学部教授 

日医 大木
お お き

 理恵子
り え こ

 東京都健康安全研究センター企画調整部食品医薬品情報担当課長 

欠 奥原
おくはら

 剛
つよし

 東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学分野准教授 

日医 尾
お

﨑
ざき

 治夫
は る お

 東京都医師会会長／おざき内科循環器科クリニック院長 

web 要
かなめ

 伸也
し ん や

 日本腎臓学会功労会員／吉祥寺あさひ病院副院長 

日医 神
かん

﨑
ざき

 寛子
ひ ろ こ

 岡山県医師会副会長／神崎皮膚科院長 

web 考
かん

藤
とう

 達哉
た つ や

 
日本肝臓学会常務理事 

／国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター研究センター長 

日医 三條
さんじょう

 典男
の り お

 山形県医師会副会長／医療法人三條医院院長・理事長 

web 鈴木
す ず き

 亮
りょう

 日本内科学会評議員／東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学教授  

web 滝山
たきやま

 義之
よしゆき

 北海道医師会理事／旭川市医師会会長 

日医 富永
とみなが

 孝
こう

治
じ

 日本薬剤師会常務理事／りぼん薬局代表取締役 

web 中山
なかやま

 和弘
かずひろ

 聖路加国際大学大学院看護情報学教授 

欠 西﨑
にしざき

 泰弘
やすひろ

 東海大学ウェルビーイング研究所所長 特任教授 

（計15名、氏名五十音順、敬称略） 

＜日本医師会担当役員＞ 

  出  角田
か く た

  徹
とおる

 副会長 

  出  藤
ふじ

原
わら

 慶
よし

正
まさ

 常任理事（主担当） 

  欠  宮川
みやかわ

 政
まさ

昭
あき

 常任理事（副担当） 

＜日医総研＞ 

  出  水谷
みずたに

 渉
わたる

 主任研究員（弁護士） 
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日 薬 定 例 記 者 会 見 要 旨 

 

日 時：令和８年４月８日（水）11：30～12：20 

場 所：日本薬剤師会 第一会議室 

出 席 者：岩月会長、原口副会長、上野専務理事 

 

内容・提出資料：  

１．処方箋情報送信端末「NB-Station」の導入に係る連携について 

（令和８年４月７日 日薬情発第７号） 

 原口副会長より、掲題の件について説明された。主な内容は以下の通り。 

 「N-Bridge」※１と「NB Station」※２の開発および提供に関する本会と（株）ファルモの連携

開始については、昨年 10 月にプレスリリースを行ったが、この４月より、「N-Bridge」、「NB 

Station」のサイトを公開し、正式に「NB Station」の申込受付を開始した（「N-Bridge」は４

月下旬開始）。 

「NB Station」の申込受付、提供開始に先立ち、日本病院薬剤師会の武田会長を訪問し、本

事業の趣旨および、昨今、一部の営利企業が提供する処方箋送信端末等の導入において看過し

得ない課題が顕在化していることなどについてご説明の機会をいただいた。医療機関で処方箋

送信端末を導入する場合は、地域薬剤師会と連携いただくよう、同会会員への周知について、

ご協力を依頼申し上げた。 

本会会員に対しては、この旨と、患者による薬局の適切な選択に資する環境の整備および地

域医療を支える基盤づくりの観点から、「NB Station」の導入を進める場合には、地域の実情

に応じて都道府県病院薬剤師会等の関係団体とも適宜連携のうえ、処方箋送信環境の整備が円

滑に進むようご配慮いただくことについて、都道府県薬剤師会を通じ周知を行った。 

 

※１ 「N-Bridge（エヌ・ブリッジ）」 

電子お薬手帳「eお薬手帳3.0」を基盤とした公正かつ中立な薬局DX基盤サービス。処方箋

受付の一元化管理、採用薬情報共有、電子お薬手帳、オンライン服薬指導などのこれからの薬

局 DX に必要不可欠な機能をワンパッケージにまとめ、加えて医薬品発注など更なる効率化に

つながる機能がオプションとして選択可能となっている。 

※２ 「NB Station（エヌビーステーション）」 

電子処方箋の普及を見据え、従来のFAX送信機の課題（管理の手間や電子処方箋未対応など）

を解消する処方箋情報送信端末。東邦薬品（株）が長年培ってきた処方箋FAX送信システム「ENI

（エニ）ファーマシー」の技術を基盤に、地域での処方箋データ連携をデジタルで推進する。

特定の薬局への誘導を行わず、患者自身が希望する薬局を公正に選択できる環境を担保すると

ともに、地域医療を支える持続可能なインフラとして設計されている。 

 

２．【4/9プレスリリースの事前情報提供】一般の方向け啓発資材 医療・健康情報の「鵜呑み

禁止！」について 

上野専務理事より、掲題の件について説明された。主な内容は以下の通り。 

 この程、くすりの適正使用協議会、日本製薬工業協会、日本薬剤師会は、３団体で協働し、

医療・健康情報を見極めるコツをまとめた、一般の方向けの啓発資材「情報の鵜呑み禁止！」

を制作した。明日４月９日に３団体同時にプレスリリースを行うが、事前に情報提供させてい

ただく。 
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 昨今、医療・健康に対する関心が高く、インターネットをはじめ様々な情報源から情報を得

ている方が多いが、それらの中には科学的根拠に乏しい情報も散見される。本資材が、ご自身

や家族の健康を守るために、医療・健康情報の見極め方のコツ「み・き・き」（「みきわめる」

「きく」「きめる」）を身につける一助となることを期待し制作したもの。 

本資材はパワーポイント版（台本付・スライド26枚）とチラシ（Ａ４判・両面１枚）の２種

類があり、明日 11 時以降、３団体のホームページからダウンロードができるようになる。パ

ワーポイントのノート部分には台本が付いており、来局者、一般の方が参加される市民講座な

どでご活用いただくよう、本会会員に周知予定である。 

 

主な質疑応答は以下のとおり。 

【「NB Station」について】 

記者：４月から受付が始まり、現場の反応はいかがか。また、導入先は、もともと設置が無い、

あるいは、設置はあるが切り替え、どちらなのか。 

原口副会長：沖縄が先行している状況だが、地域や会員への説明はこれからとなる。順次導入

が進んでいくと思うが、当然、別の機器を導入される地域もある。本会としては、公正かつ中

立な仕組みであり、患者が適切に薬局を選択できる「NB Station」を推奨している。導入先は、

元々設置無し、切り替えの両方である。 
記者：看過し得ない課題、不適切な事例というのは具体的にはどういった内容か。 

原口副会長：患者が処方箋を送信する際、契約料を支払った薬局が優先的に表示されたり、薬

局に対して高額な手数料を課したりするシステムを一部の業者が提供している事例がある。患

者の自由な薬局選択を阻害し、薬局の経営を圧迫する状況は、地域医療提供体制の持続可能性

を損なうことにつながる。 

記者：患者が自由に薬局を選択できないなど、不適切な事例について調査を行う予定はあるか。 

原口副会長：地域薬剤師会に対しては、ニーズに関するアンケートは行う予定である。その中

にそういった項目も含まれている。 

【日薬会長２期目を前に】 

記者：２期目はどのように臨まれるか。 

岩月会長：調剤については地域住民のために入口から出口まで全て薬剤師が責任を持つ、その

仕事をどのように残し、次の世代に受け渡すか、それに尽きる。 

【日薬副会長選挙のあり方について】 

記者：３月の総会で行われた副会長選挙について、６月の総会と併せ２回の信任を得るという

プロセスの見直しは検討されているか。 

岩月会長：会長に就任後すぐに問題提起し、検討を継続中である。結論は出す。 

原口副会長：副会長まで選任している都道府県薬剤師会は少ない。都道府県知事も市長もトッ

プを決めるのみで一体的な組織運営につながっているのではないか。  

 

その他、上野専務理事より、中東情勢により現場でどのようなことが起きているのか、起き

そうなのか、状況を把握していく予定であると述べられた。 

 

次回の定例記者会見は、令和８年４月22日（水）13：00～を予定。 

 


